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2023

(mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/undou/index.html
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SV HP https://www.svleague.jp/ja/sv_men/topics/detail/23587
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Karlstandfootball HP https://www.karlstadfotboll.com/supporterprylar/ DTC HP https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000164.000029166.html 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

スポーツ関連施策について

令和８年１月13日
国土交通省 都市局
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スポーツの拠点となる多様な都市公園

PFIによるプール整備・運営
【原山公園（堺市）】

地元プロチームと連携したサッカー教室開催
【大枝公園（守口市）】

ディスクゴルフを楽しめる芝生広場
【国営海の中道海浜公園（福岡市）】

オフロードバイク体験会の開催
【千葉公園（千葉市）】

R5鹿児島国体会場となった陸上競技場
【鴨池公園（鹿児島市）】

ジップラインや大型アスレチックの整備
【長井海の手公園（横須賀市）】

誰もが楽しめる遊び場・運動場の整備
【インクルーシブ・プレイグラウンドのみ（能美市）】

多目的利用が可能な運動広場
【会津総合運動公園（会津若松市）】

こ
ど
も
の
遊
び
場

健
康
増
進
に
資
す
る
場

団
体
と
連
携
し
た

ス
ポ
ー
ツ
振
興

国
際
大
会
・
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○ 国土交通省では、地方公共団体が実施する都市公園におけるスポーツ施設整備（PPP/PFIによる民間活力導入を含む）、こどもの遊び場
の創出や健康増進に資する空間整備等に対し、支援を行っている。

○ また、直轄の国営公園を含め、都市公園では様々な団体と連携したスポーツ振興に取り組んでいる。

ラグビーW杯、東京オリンピック会場のスタジアム
【新横浜公園（横浜市）】
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【参考】国民スポーツ大会の会場となる都市公園の整備例

R7年度の滋賀大会の開・閉会式の会場
となった彦根総合スポーツ公園の陸上競
技場（社会資本整備総合交付金等に
より支援）

○国スポの開催地

年度 開催地

R7
（2025）

滋賀県

R8
（2026）

青森県

R9
（2027）

宮崎県

R10
（2028）

長野県

R11
（2029）

群馬県

R12
（2030）

島根県

R13
（2031）

奈良県

R14
（2032）

山梨県

R15
（2033）

鳥取県

R16
（2034）

沖縄県

R10年度の長野大会に向けて整備されている
陸上競技場とフットボール場（いずれも社会
資本整備総合交付金等により支援）

【彦根総合スポーツ公園陸上競技場】

【南長野運動公園フットボール場完成イメージ】 【松本平広域公園陸上競技場完成イメージ】 50



ウォーカブルなまちづくりの推進

○ 人口減少社会において都市の魅力・活力の低下が懸念される中、人々が集まるまちなかにおいて、魅力ある交流・
滞在空間を創出し、ゆとりとにぎわいのある人間中心の空間を作り出すことが必要

⇒ 滞在快適性等向上区域に関する制度を創設し、居心地が良く歩きたくなるまちなか創出を推進。

滞在快適性等向上区域

市町村が都市再生整備計画に滞在快適性等向上区域を設定。
「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりのための取組を、法律・予算・金融・税制のパッケージで支援。

＊都市再生推進法人：NPO、まちづくり会社等の地域における
まちづくり活動を行う法人（市町村が指定）

・駐車場の出入
口の設置を制
限（メインスト
リート側ではなく
裏道側に駐車
場の出入口を
設置）

・イベント実施時などに都市再生推進法人が
道路・公園の占用手続を一括して対応

計画に基づく「居心地が良く歩きたくなる」空間の創出

民官
街路等の公共空間の改変 オープンスペースの提供・利活用

民間
空地

広場

建物低層部

街路

公園

［予算］交付金等による支援

・市町村等によ
る歩行者滞在
空間の創出
（街路の広
場化等）

・民間事業者が
公園管理者と
締結する協定
に基づき、公園
内にカフェ・売店
等を設置

［金融］低利貸付による支援

［税制］固定資産税の軽減

［予算］補助金による支援

１

２

・都市再生推進法人*がまちづくり活動の一環として
ベンチの設置、植栽等を実施

・都市再生整備計画に基づく「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり
のための取組を、法律・予算・税制等のパッケージにより支援

滞在快適性等向上区域

一体型滞在快適性等向上事業

・民間事業者等に
より、市町村の取
り組みと併せて実
施される民地の
オープンスペース
化（①）や建物
低層部のオープン
化等（②）
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施策の背景

要望の結果

現行の特例措置

公共空間の拡大・質の向上につながる民地の開放・施設の改修等を官民一体となって実施することにより、「居心地が良く歩きたく
なる」まちなかを創出し、まちの魅力向上・活性化を図る。

居心地が良く歩きたくなるまちなか創出のための特例措置の拡充・延長
（固定資産税・都市計画税）

○現行の特例措置を２年間（令和８年４月１日～令和10年３月31日）延長する。
○特例措置の適用対象施設として、地域における滞在快適性や魅力をより一層向上させる施設（トイレ・遊具・案内板）を追加する。

○地方創生2.0の実現等に向けては、多様な人材が集い、交流し、滞在することで、イノベーションの創出や人間中心の豊かな生活の実現、
コミュニティの活性化、ウェルビーイングの向上、健康増進にも繋がる「居心地が良く歩きたくなる」まちなかを創出することが重要。

○特に近年は、新型コロナの拡大を契機とした身近なパブリックスペースの価値が高まっていることから、そこに「行きたくなる」、「過ごしたく
なる」視点をより一層重視した取組を進めることで、多様な活動の創出、人々の回遊性・滞在性を向上させることが必要。

○「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出を目指す区域（ウォーカブル区域）において、市町村による公共施設の整備等と一体的に、民
間事業者等（土地所有者等）が、民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合に、固定資産税・都市計画税につ
いて、課税標準を５年間、市町村の条例で定める割合（1/3～2/3）に軽減する〔参酌基準：1/2〕 。

・ オープンスペース化した土地（広場、通路等）及びその上に
設置された償却資産（ベンチ、芝生等）

・ 不特定多数の者が自由に交流・滞在できる、低層部の階を
改修しオープン化した家屋（カフェ、休憩所等）

結 果

民地のオープンスペース化 建物低層部のオープン化

令和８年度国土交通省税制改正概要（抄）
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北海道北海道 秋田市 境町 和光市 千代田区 神奈川県神奈川県 大野市 掛川市 松阪市 枚方市 王寺町 防府市 春日市 竹田市

札幌市 横手市 栃木県栃木県 久喜市 中央区 神奈川県 鯖江市 藤枝市 桑名市 茨木市 和歌山県和歌山県 長門市 大野城市 豊後高田市

函館市 湯沢市 宇都宮市 北本市 港区 横浜市 あわら市 袋井市 鈴鹿市 八尾市 和歌山市 周南市 古賀市 杵築市

旭川市 鹿角市 足利市 三郷市 新宿区 川崎市 越前市 下田市 名張市 富田林市 鳥取県鳥取県 徳島県徳島県 うきは市 宇佐市

室蘭市 由利本荘市 栃木市 蓮田市 台東区 相模原市 山梨県山梨県 湖西市 亀山市 河内長野市 鳥取市 徳島県 糸島市 豊後大野市

釧路市 山形県山形県 小山市 坂戸市 墨田区 鎌倉市 甲府市 伊豆の国市 熊野市 羽曳野市 米子市 徳島市 川崎町 由布市

千歳市 山形県 那須塩原市 幸手市 品川区 藤沢市 長野県長野県 愛知県愛知県 朝日町 門真市 倉吉市 阿南市 佐賀県佐賀県 国東市

恵庭市 山形市 下野市 鶴ヶ島市 目黒区 小田原市 長野県 愛知県 明和町 高石市 境港市 美波町 佐賀県 日出町

北広島市 福島県福島県 上三川町 日高市 大田区 逗子市 長野市 名古屋市 滋賀県滋賀県 東大阪市 島根県島根県 香川県香川県 佐賀市 玖珠町

黒松内町 福島県 群馬県群馬県 ふじみ野市 世田谷区 三浦市 松本市 豊橋市 大津市 大阪狭山市 松江市 高松市 武雄市 宮崎県宮崎県

栗山町 福島市 前橋市 白岡市 渋谷区 厚木市 上田市 岡崎市 彦根市 阪南市 大田市 丸亀市 鹿島市 宮崎県

沼田町 会津若松市 館林市 美里町 中野区 大和市 岡谷市 一宮市 長浜市 熊取町 江津市 坂出市 基山町 宮崎市

東神楽町 郡山市 埼玉県埼玉県 上里町 杉並区 新潟県新潟県 諏訪市 瀬戸市 草津市 兵庫県兵庫県 津和野町 善通寺市 上峰町 日南市

上士幌町 白河市 埼玉県 宮代町 豊島区 新潟市 小諸市 半田市 守山市 神戸市 岡山県岡山県 観音寺市 長崎県長崎県 小林市

青森県青森県 須賀川市 さいたま市 杉戸町 北区 長岡市 茅野市 春日井市 東近江市 姫路市 岡山市 宇多津町 長崎市 西都市

青森市 棚倉町 熊谷市 松伏町 荒川区 三条市 佐久市 豊川市 愛荘町 尼崎市 倉敷市 多度津町 佐世保市 三股町

弘前市 茨城県茨城県 川口市 千葉県千葉県 板橋区 加茂市 岐阜県岐阜県 刈谷市 京都府京都府 西宮市 高梁市 愛媛県愛媛県 熊本県熊本県 綾町

八戸市 水戸市 行田市 千葉県 練馬区 見附市 岐阜市 豊田市 京都市 芦屋市 広島県広島県 松山市 熊本市 高鍋町

黒石市 日立市 秩父市 千葉市 足立区 上越市 大垣市 安城市 長岡京市 伊丹市 広島市 今治市 荒尾市 川南町

五所川原市 土浦市 所沢市 木更津市 八王子市 南魚沼市 高山市 蒲郡市 八幡市 加古川市 呉市 大洲市 菊池市 都農町

十和田市 石岡市 飯能市 松戸市 武蔵野市 富山県富山県 関市 犬山市 南丹市 西脇市 竹原市 内子町 南関町 高千穂町

むつ市 下妻市 本庄市 野田市 三鷹市 富山市 美濃加茂市 新城市 久御山町 三田市 三原市 高知県高知県 益城町 鹿児島県鹿児島県

岩手県岩手県 笠間市 東松山市 習志野市 府中市 高岡市 各務原市 東海市 大阪府大阪府 加西市 尾道市 高知市 あさぎり町 鹿児島市

盛岡市 取手市 春日部市 柏市 調布市 石川県石川県 静岡県静岡県 大府市 大阪市 新温泉町 福山市 南国市 大分県大分県 指宿市

花巻市 つくば市 深谷市 市原市 町田市 金沢市 静岡市 知多市 堺市 奈良県奈良県 府中市 四万十市 大分県 薩摩川内市

北上市 ひたちなか市 上尾市 流山市 東村山市 小松市 浜松市 知立市 岸和田市 奈良市 大竹市 福岡県福岡県 大分市 霧島市

宮城県宮城県 常陸大宮市 草加市 八千代市 国分寺市 加賀市 沼津市 尾張旭市 豊中市 大和郡山市 東広島市 北九州市 別府市 南さつま市

仙台市 那珂市 蕨市 酒々井町 福生市 能美市 熱海市 三重県三重県 池田市 桜井市 海田町 福岡市 中津市 姶良市

石巻市 神栖市 戸田市 白子町 狛江市 野々市市 三島市 三重県 吹田市 生駒市 山口県山口県 久留米市 日田市 中種子町

塩竈市 小美玉市 入間市 長柄町 武蔵村山市 福井県福井県 島田市 津市 泉大津市 宇陀市 下関市 飯塚市 佐伯市 沖縄県沖縄県

柴田町 茨城町 朝霞市 東京都東京都 多摩市 福井市 富士市 四日市市 高槻市 田原本町 宇部市 田川市 臼杵市 うるま市

秋田県秋田県 大洗町 志木市 東京都 稲城市 敦賀市 焼津市 伊勢市 貝塚市 上牧町 山口市 柳川市 津久見市

ウォーカブル推進都市一覧（令和７年１２月３１日時点）

〇４００都市が”WEDO”＊の考え方に共鳴し、政策実施のパートナーとして、ともに具体的な取組を進めている。（令和７年１２月３１日時点）
〇１３２市区町村がウォーカブル区域（滞在快適性等向上区域）を設定。
＊Walkable（歩きたくなる）Eyelevel（まちに開かれた1階）Diversity（多様な人の多様な用途、使い方）Open（開かれた空間が心地よい）

令和７年１２月末時点で、都市再生特別措置法に基づく滞在快適性等向上区域を設定した市区町村（既に都市再生整備計画の期間が終了した市区町村を含む）：

合計 ４００都市
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